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夏休み期間を利用して、「扶養・通勤・住居手当実状（確認）届」、「備品整理」にご協力頂きまし

た。手当の実状に関しては今回提出した状況から変更が生じたら、すぐ管理職、事務職員に連

絡をお願いします。また、備品に関しても適正な管理、教育環境の整備を念頭に整理をお願いします。 
 
 

 
  

～ 被扶養者の収入の随時確認が必要です！ ～ 

☆ 被扶養者に、パート・アルバイト等の変動する給与収入がある場合 

 

1 年間の収入が 130 万円未満の人でも、パート・アルバイト等で毎月の給与が一定でない場合、3 ヶ

月平均の給与を計算して認定できるか確認をします。また、ボーナス収入も月割にして月額に上乗せし

て計算します。その結果、収入の限度額である130 万円の 12分の１（1,300,000÷12≒108,333）を上

回る場合には、その翌月から被扶養者の認定を取り消すことになります。 

 

＜例＞ 

 

働いた月 給与収入額 ３ヶ月平均の給与 認定 

１２月 ボーナス60,000 ※12月のボーナス6万円÷12月＝5,000円を1～12月の給与に上乗せします 

１月 90,000＋5,000  

２月 70,000+5,000  

３月 140,000+5,000 315,000÷3=105,000(1,2,3月の3か月平均）→ＯＫ(108,333円未満) 

４月 80,000+5,000 305,000÷3=101,666（2,3,4月の3か月平均）→ＯＫ(108,333円未満) 

５月 130,000+5,000 365,000÷3＝121,666（3,4,5月の3か月平均）→翌月（6月）から認定取消 

※ 収入には交通費も含まれます。 

 

被扶養者の認定を取り消されると、扶養手当が支給されなくなり、健康保険・年金も自分で支払う 

必要があります。パート・アルバイトをしている被扶養者がいる場合には、毎月の 

収入の確認を扶養している先生自身が行いましょう。 

なお、税法上の被扶養者になるための所得限度額は、扶養手当の基準とは異なります。 
詳細は、事務職員までお問い合わせ下さい。 

 

 

学校事務 

ご存知ですか？ 



教頭・事務職員・事務員による合同研修会が行われました！！ 

 
 
８／３の午後、田町小学校に第一支部14校の教頭・事務職員・事務員、総勢40名以上が集まり、教頭・事務

職員・事務員による合同研修会が行われました。職種を超えて広く情報交換をする機会を設けて、各学校

の取組や様々な意見を聞きながら、自校での取組に生かすことを狙いとしたものです。 

市の定期監査に向けての留意事項、財務に関わる話題（各校の学年費に関わる手数料、未納者の実態、

補助金）、文書起案と管理などが話題となりました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                             

 

  

 日 曜日 主な予定 

 4 木 合唱コンクール（美和中） 

 5 金 合唱発表会（末広中） 

 6 土 地域公開日（安倍口小）代休：11/8 

 9 火 修学旅行（足久保小）11日まで 

 10 水 修学旅行（番町小）11日まで 

 13 土 土曜参観（籠上中）代休：11/15 

   家族参観会（井宮北小）代休：11/15 

 19 金 給料日 

 20 土 地域自由参観会、音楽発表会（田町小） 

   自由参観日（駒形小） 

 21 日 家族参観（美和小） 

 24 水 音楽集会（番町小） 

 30 火 旅費支給日 

 日 曜日 主な予定 

 5 火 井川宿泊体験（駒形小）７日まで 

 12 火 宿泊体験学習（新通小）14日まで 

 13 水 修学旅行（安西小）14日まで 

 19 火 井川自然教室（番町小）20日まで 

 20 水 修学旅行（田町小）21日まで 

   修学旅行（駒形小）22日まで 

   野外活動（井宮小）22日まで 

 21 木 給料日 

   修学旅行（安倍口小）22日まで 

   芸術鑑賞教室（末広中） 

 22 金 合唱発表会（籠上中） 

   演劇鑑賞教室（井宮北小） 

 26 火 修学旅行（井宮北小）27日まで 

   野外活動（安西小）28日まで 

 27 水 修学旅行（美和小）28日まで 

 28 木 合唱発表会（安倍川中） 

 29 金 旅費支給日 

市の定期監査に向けて、防犯対策を

再確認している。 防犯用具や消火

器の配備状況も確認しています。 

校内での個々の役割は勿論大切ですが、全ての職種

とコミュニケーションをとること、情報の共有をする

ことの大切さを感じました。 

こんな意見がでました ✿ 


